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（
国
土
交
通
委
員
会
）

海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
二
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

港
湾
法
の
一
部
改
正

一

港
湾
の
管
理
の
適
確
化
の
た
め
、
現
行
の
港
湾
区
域
に
加
え
、
港
湾
隣
接
地
域
、
臨
港
地
区
等
の
区
域
内
に
お
い
て
、

船
舶
等
港
湾
管
理
者
が
指
定
し
た
も
の
を
放
置
等
し
て
は
な
ら
な
い
。

二

構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
け
る
特
例
措
置
の
全
国
展
開
と
し
て
、
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
は
、
同
一
の
者
に
よ
り
一

体
的
に
運
営
さ
れ
る
岸
壁
等
の
港
湾
施
設
で
あ
る
行
政
財
産
を
、
認
定
を
受
け
た
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
港
湾
に
お
け
る
埋
立
地
の
有
効
利
用
の
促
進
が
必
要
な
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
処
分
等
の
制
限
期
間
を
五
年

間
に
短
縮
す
る
。

三

港
湾
に
お
け
る
物
流
拠
点
施
設
の
整
備
に
要
す
る
費
用
が
国
か
ら
の
無
利
子
貸
付
対
象
と
な
る
施
設
に
、
埠
頭
の
近
傍

に
立
地
す
る
一
定
の
要
件
を
有
す
る
荷
さ
ば
き
施
設
等
を
追
加
す
る
。

第
二

外
貿
埠
頭
公
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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一

国
土
交
通
大
臣
は
、
港
湾
管
理
者
が
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
に
当
た
る
株
式
を
保
有
し
て
い
る
株

式
会
社
で
あ
る
こ
と
等
の
要
件
を
備
え
る
者
を
、
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

政
府
は
、
港
湾
管
理
者
が
一
の
指
定
を
受
け
た
者
に
対
し
外
貿
埠
頭
建
設
等
の
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に

お
い
て
、
貸
付
け
条
件
が
一
定
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
一
定
金
額
を
無
利
子
で
港
湾
管
理
者
に
貸
し
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

三

指
定
会
社
は
、
事
業
計
画
等
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
定
款
の
変
更
等
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
国
土

交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三

水
先
法
の
一
部
改
正

一

水
先
人
の
養
成
及
び
確
保
の
た
め
、
水
先
人
の
免
許
は
、
水
先
区
ご
と
に
、
三
段
階
の
資
格
別
と
す
る
と
と
も
に
、
有

資
格
者
が
水
先
業
務
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
船
舶
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
水
先
人
の
免
許
要
件
は
、
資
格
別
に

乗
船
履
歴
等
の
経
験
及
び
海
技
士
免
許
を
有
す
る
こ
と
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
水
先
人
養
成
施
設
に
お
け
る

水
先
業
務
を
行
う
能
力
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
等
と
す
る
。

二

船
舶
交
通
の
安
全
確
保
の
た
め
、
水
先
人
の
免
許
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
部
を
除
き
五
年
と
す
る
と
と
も
に
、
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有
効
期
間
の
更
新
に
際
し
て
は
、
一
定
の
講
習
課
程
を
修
了
し
た
者
で
な
け
れ
ば
更
新
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
水
先
区
の
う
ち
船
舶
交
通
の
障
害
の
発
生
に
よ
り
危
険
が
生
じ
る
等
の
港
又
は
水
域
に
つ

い
て
、
水
先
人
を
乗
り
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
舶
等
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

水
先
業
務
運
営
の
効
率
化
及
び
適
確
化
の
た
め
、
水
先
人
は
、
水
先
料
の
上
限
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受

け
、
そ
の
上
限
の
範
囲
内
で
水
先
料
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
一
定
の
事
由
が
あ
れ
ば
、
そ
の
水
先
料

の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

水
先
人
会
は
、
法
人
と
し
、
毎
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
等
を
作
成
し
、
閲
覧
に
供
す
る
ほ
か
、
全
国
の
水
先
人
会
は
、

指
導
、
監
督
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う
た
め
日
本
水
先
人
会
連
合
会
を
設
立
す
る
。

第
四

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
つ
い
て
、
高
度
船
舶
技
術
を
用
い
た
船
舶
等
の
製
造
、
保
守

又
は
修
理
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
を
交
付
す
る
業
務
等
の
追
加
等
を
行
う
。

第
五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。
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